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規 則

--- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

高 知 県 希 少 野 生 動 植 物 保 護 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

を こ こ に 公 布 す る 。

令 和 ６ 年 ３ 月 26日

高 知 県 知 事 濵 田 省 司

高 知 県 規 則 第 21号

高 知 県 希 少 野 生 動 植 物 保 護 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す

る 規 則

高 知 県 希 少 野 生 動 植 物 保 護 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 18年 高 知 県 規 則

第 117号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 ６ 条 第 ６ 号 ウ 中 「 漁 港 漁 場 整 備 法 」 を 「 漁 港 及 び 漁 場 の 整 備

等 に 関 す る 法 律 」 に 、 「 第 40条 第 １ 項 若 し く は 第 ２ 項 」 を 「 第 66

条 第 １ 項 若 し く は 第 ３ 項 」 に 改 め 、 同 号 エ 中 「 漁 港 漁 場 整 備 法 」

を 「 漁 港 及 び 漁 場 の 整 備 等 に 関 す る 法 律 」 に 改 め る 。

第 18条 第 １ 号 キ 中 「 漁 港 漁 場 整 備 法 」 を 「 漁 港 及 び 漁 場 の 整 備

等 に 関 す る 法 律 」 に 、 「 第 40条 第 １ 項 若 し く は 第 ２ 項 」 を 「 第 66

条 第 １ 項 若 し く は 第 ３ 項 」 に 、 「 同 条 第 １ 項 若 し く は 第 ２ 項 」 を

「 同 条 第 １ 項 若 し く は 第 ３ 項 」 に 改 め 、 同 号 ク 及 び サ 並 び に 同 条

第 ７ 号 イ 及 び 第 ８ 号 コ 中 「 漁 港 漁 場 整 備 法 」 を 「 漁 港 及 び 漁 場 の

整 備 等 に 関 す る 法 律 」 に 改 め る 。

第 24条 第 １ 号 ウ 中 「 漁 港 漁 場 整 備 法 」 を 「 漁 港 及 び 漁 場 の 整 備

等 に 関 す る 法 律 」 に 、 「 第 40条 第 １ 項 若 し く は 第 ２ 項 」 を 「 第 66

条 第 １ 項 若 し く は 第 ３ 項 」 に 、 「 同 条 第 １ 項 若 し く は 第 ２ 項 」 を

「 同 条 第 １ 項 若 し く は 第 ３ 項 」 に 改 め る 。

第 34条 第 １ 項 第 ２ 号 ウ (ア )中 「 漁 港 漁 場 整 備 法 」 を 「 漁 港 及 び

漁 場 の 整 備 等 に 関 す る 法 律 」 に 改 め る 。

別 記 第 １ 号 様 式 中 「 ㊞ 」 を 削 り 、 同 様 式 中 注 １ を 削 り 、 注 ２ を

注 １ と し 、 注 ３ を 注 ２ と し 、 注 ４ を 注 ３ と す る 。

別 記 第 ３ 号 様 式 中 「 ㊞ 」 を 削 り 、 同 様 式 注 を 削 る 。

別 記 第 ５ 号 様 式 中 「 ㊞ 」 を 削 り 、 同 様 式 注 を 削 る 。

別 記 第 ６ 号 様 式 中 「 ㊞ 」 を 削 り 、 同 様 式 中 注 １ を 削 り 、 注 ２ を

注 １ と し 、 注 ３ を 注 ２ と し 、 注 ４ を 注 ３ と し 、 注 ５ を 注 ４ と し 、

注 ６ を 注 ５ と し 、 注 ７ を 注 ６ と し 、 注 ８ を 注 ７ と す る 。

別 記 第 ７ 号 様 式 中 「 ㊞ 」 を 削 り 、 同 様 式 中 注 １ を 削 り 、 注 ２ を

注 １ と し 、 注 ３ を 注 ２ と し 、 注 ４ を 注 ３ と し 、 注 ５ を 注 ４ と し 、

注 ６ を 注 ５ と し 、 注 ７ を 注 ６ と し 、 注 ８ を 注 ７ と す る 。

別 記 第 ８ 号 様 式 中 「 ㊞ 」 を 削 り 、 同 様 式 中 注 １ を 削 り 、 注 ２ を

注 １ と し 、 注 ３ を 注 ２ と し 、 注 ４ を 注 ３ と し 、 注 ５ を 注 ４ と し 、

注 ６ を 注 ５ と し 、 注 ７ を 注 ６ と し 、 注 ８ を 注 ７ と す る 。

別 記 第 ９ 号 様 式 中 「 ㊞ 」 を 削 り 、 同 様 式 中 注 １ を 削 り 、 注 ２ を

注 １ と し 、 注 ３ を 注 ２ と し 、 注 ４ を 注 ３ と し 、 注 ５ を 注 ４ と し 、

注 ６ を 注 ５ と し 、 注 ７ を 注 ６ と し 、 注 ８ を 注 ７ と す る 。

別 記 第 10号 様 式 中 「 ㊞ 」 を 削 り 、 同 様 式 中 注 １ を 削 り 、 注 ２ を



注 １ と し 、 注 ３ を 注 ２ と し 、 注 ４ を 注 ３ と し 、 注 ５ を 注 ４ と し 、

注 ６ を 注 ５ と し 、 注 ７ を 注 ６ と し 、 注 ８ を 注 ７ と す る 。

別 記 第 11号 様 式 中 「 ㊞ 」 を 削 り 、 同 様 式 中 注 １ を 削 り 、 注 ２ を

注 １ と し 、 注 ３ を 注 ２ と し 、 注 ４ を 注 ３ と し 、 注 ５ を 注 ４ と し 、

注 ６ を 注 ５ と し 、 注 ７ を 注 ６ と し 、 注 ８ を 注 ７ と す る 。

別 記 第 12号 様 式 中 「 ㊞ 」 を 削 り 、 同 様 式 中 注 １ を 削 り 、 注 ２ を

注 １ と し 、 注 ３ を 注 ２ と し 、 注 ４ を 注 ３ と し 、 注 ５ を 注 ４ と し 、

注 ６ を 注 ５ と し 、 注 ７ を 注 ６ と し 、 注 ８ を 注 ７ と す る 。

別 記 第 13号 様 式 中 「 ㊞ 」 を 削 り 、 同 様 式 中 注 １ を 削 り 、 注 ２ を

注 １ と し 、 注 ３ を 注 ２ と し 、 注 ４ を 注 ３ と し 、 注 ５ を 注 ４ と し 、

注 ６ を 注 ５ と し 、 注 ７ を 注 ６ と し 、 注 ８ を 注 ７ と す る 。

別 記 第 14号 様 式 中 「 ㊞ 」 を 削 り 、 同 様 式 中 注 １ を 削 り 、 注 ２ を

注 １ と し 、 注 ３ を 注 ２ と し 、 注 ４ を 注 ３ と し 、 注 ５ を 注 ４ と し 、

注 ６ を 注 ５ と し 、 注 ７ を 注 ６ と し 、 注 ８ を 注 ７ と す る 。

別 記 第 15号 様 式 中 「 ㊞ 」 を 削 り 、 同 様 式 中 注 １ を 削 り 、 注 ２ を

注 １ と し 、 注 ３ を 注 ２ と し 、 注 ４ を 注 ３ と し 、 注 ５ を 注 ４ と し 、

注 ６ を 注 ５ と し 、 注 ７ を 注 ６ と し 、 注 ８ を 注 ７ と す る 。

別 記 第 16号 様 式 中 「 ㊞ 」 を 削 り 、 同 様 式 中 注 １ を 削 り 、 注 ２ を

注 １ と し 、 注 ３ を 注 ２ と し 、 注 ４ を 注 ３ と し 、 注 ５ を 注 ４ と し 、

注 ６ を 注 ５ と し 、 注 ７ を 注 ６ と し 、 注 ８ を 注 ７ と し 、 注 ９ を 注 ８

と す る 。

別 記 第 17号 様 式 中 「 ㊞ 」 を 削 り 、 同 様 式 中 注 １ を 削 り 、 注 ２ を

注 １ と し 、 注 ３ を 注 ２ と し 、 注 ４ を 注 ３ と し 、 注 ５ を 注 ４ と し 、

注 ６ を 注 ５ と し 、 注 ７ を 注 ６ と し 、 注 ８ を 注 ７ と す る 。

別 記 第 18号 様 式 中 「 ㊞ 」 を 削 り 、 同 様 式 中 注 １ を 削 り 、 注 ２ を

注 １ と し 、 注 ３ を 注 ２ と し 、 注 ４ を 注 ３ と し 、 注 ５ を 注 ４ と し 、

注 ６ を 注 ５ と し 、 注 ７ を 注 ６ と し 、 注 ８ を 注 ７ と す る 。

別 記 第 19号 様 式 中 「 ㊞ 」 を 削 り 、 同 様 式 中 注 １ を 削 り 、 注 ２ を

注 １ と し 、 注 ３ を 注 ２ と し 、 注 ４ を 注 ３ と し 、 注 ５ を 注 ４ と し 、

注 ６ を 注 ５ と し 、 注 ７ を 注 ６ と し 、 注 ８ を 注 ７ と す る 。

別 記 第 20号 様 式 中 「 ㊞ 」 を 削 り 、 同 様 式 中 注 １ を 削 り 、 注 ２ を

注 １ と し 、 注 ３ を 注 ２ と し 、 注 ４ を 注 ３ と す る 。

別 記 第 21号 様 式 中 「 ㊞ 」 を 削 り 、 同 様 式 中 注 １ を 削 り 、 注 ２ を

注 １ と し 、 注 ３ を 注 ２ と し 、 注 ４ を 注 ３ と す る 。

別 記 第 22号 様 式 中 「 ㊞ 」 を 削 り 、 同 様 式 中 注 １ を 削 り 、 注 ２ を

注 １ と し 、 注 ３ を 注 ２ と し 、 注 ４ を 注 ３ と し 、 注 ５ を 注 ４ と し 、

注 ６ を 注 ５ と し 、 注 ７ を 注 ６ と す る 。

別 記 第 23号 様 式 中 「 ㊞ 」 を 削 り 、 同 様 式 中 注 １ を 削 り 、 注 ２ を

注 １ と し 、 注 ３ を 注 ２ と し 、 注 ４ を 注 ３ と し 、 注 ５ を 注 ４ と し 、

注 ６ を 注 ５ と し 、 注 ７ を 注 ６ と し 、 注 ８ を 注 ７ と す る 。

別 記 第 24号 様 式 中 「 ㊞ 」 を 削 り 、 同 様 式 中 注 １ を 削 り 、 注 ２ を

注 １ と し 、 注 ３ を 注 ２ と し 、 注 ４ を 注 ３ と し 、 注 ５ を 注 ４ と し 、

注 ６ を 注 ５ と し 、 注 ７ を 注 ６ と し 、 注 ８ を 注 ７ と す る 。

別 記 第 25号 様 式 中 「 ㊞ 」 を 削 り 、 同 様 式 中 注 １ を 削 り 、 注 ２ を

注 １ と し 、 注 ３ を 注 ２ と し 、 注 ４ を 注 ３ と し 、 注 ５ を 注 ４ と し 、



注 ６ を 注 ５ と し 、 注 ７ を 注 ６ と し 、 注 ８ を 注 ７ と す る 。

別 記 第 26号 様 式 中 「 ㊞ 」 を 削 り 、 同 様 式 中 注 １ を 削 り 、 注 ２ を

注 １ と し 、 注 ３ を 注 ２ と し 、 注 ４ を 注 ３ と し 、 注 ５ を 注 ４ と し 、

注 ６ を 注 ５ と し 、 注 ７ を 注 ６ と し 、 注 ８ を 注 ７ と す る 。

別 記 第 27号 様 式 中 「 ㊞ 」 を 削 り 、 同 様 式 中 注 １ を 削 り 、 注 ２ を

注 １ と し 、 注 ３ を 注 ２ と し 、 注 ４ を 注 ３ と し 、 注 ５ を 注 ４ と し 、

注 ６ を 注 ５ と し 、 注 ７ を 注 ６ と し 、 注 ８ を 注 ７ と す る 。

別 記 第 29号 様 式 中 「 ㊞ 」 を 削 り 、 同 様 式 中 注 １ を 削 り 、 注 ２ を

注 １ と し 、 注 ３ を 注 ２ と し 、 注 ４ を 注 ３ と す る 。

別 記 第 30号 様 式 中 「 ㊞ 」 を 削 り 、 同 様 式 中 注 １ を 削 り 、 注 ２ を

注 １ と し 、 注 ３ を 注 ２ と し 、 注 ４ を 注 ３ と し 、 注 ５ を 注 ４ と し 、

注 ６ を 注 ５ と し 、 注 ７ を 注 ６ と し 、 注 ８ を 注 ７ と す る 。

附 則

（ 施 行 期 日 ）

１ こ の 規 則 は 、 令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。

（ 経 過 措 置 ）

２ こ の 規 則 に よ る 改 正 前 の 高 知 県 希 少 野 生 動 植 物 保 護 条 例 施 行

規 則 別 記 様 式 は 、 こ の 規 則 に よ る 改 正 後 の 高 知 県 希 少 野 生 動 植

物 保 護 条 例 施 行 規 則 の 規 定 に か か わ ら ず 、 残 品 の 限 度 で 使 用 す

る こ と が で き る 。

規 則

◎ 高 知 県 希 少 野 生 動 植 物 保 護 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正

す る 規 則


